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糸魚川市と新潟労働局との雇用対策協定締結について 

 

糸魚川市（市長 久保田郁夫）と新潟労働局（局長 福岡洋志）は、少子高齢化の進展とともに本格的

な人口減少を迎える中において、地域産業の振興、人材確保及び定着支援を推進するため、相互に連携し

て雇用対策に関する施策を効果的・効率的かつ一体的に実施すること等を目的として、本年 2月 3日付け

で別添のとおり雇用対策協定を締結することとし、同日調印式を行います。 

 また、今後双方協議の上、雇用対策の具体的な取組事項を定めた事業計画を作成します。 

  

 

 

 

 

 

※ 国と自治体の雇用対策協定とは 

全国ネットワークで職業紹介・雇用保険・雇用対策を一体的に行う国（労働局・ハローワーク）と、

地域の実情に応じた各種対策を行う地方公共団体（都道府県・市区町村）が、それぞれの役割を果たす

とともに、一緒になって雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するために雇用対策協定を締結してい

ます。 

新潟県内では、新潟県、新潟市、長岡市及び佐渡市に次ぐ締結となりますが、令和 7 年 3 月 31 日現

在全国では 47 都道府県及び 244市 25 町 1 村で各労働局と雇用対策協定を締結しています。 
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雇用対策協定調印式 

１ と き 令和８年２月３日（火）午前１０時００分から 

２ ところ 糸魚川市役所 ４階 庁議室 

 



（案） 

糸魚川市と新潟労働局との雇用対策協定 

 

 

糸魚川市と厚生労働省新潟労働局（以下「新潟労働局」という。）は、よ

り連携を強化し、協働して柔軟に雇用対策を推進していけるよう、以下の

とおり「糸魚川市雇用対策協定（以下「協定」という。）」を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、少子高齢化の進展とともに本格的な人口減少を迎え

る中において、市内の地域産業の振興、人材確保及び定着支援を推進す

るため、糸魚川市、新潟労働局がそれぞれの強みを発揮し、相互に連携

して雇用対策に関する施策を効果的・効率的かつ一体的に実施すること

を目的とする。 

 

（事業内容） 

第２条 糸魚川市及び新潟労働局は前条の目的を達成するため、具体的な

取組及び実施方法を事業計画として毎年度定めることとする。 

 

（運営協議会の設置） 

第３条 糸魚川市及び新潟労働局は、本協定の取組事項を推進し、事業計

画の進捗状況を把握するとともに、意見・情報交換等を行うため運営協

議会を設置する。運営協議会に係る詳細は、別途定めるものとする。 

 

（要請等） 

第４条 糸魚川市長及び新潟労働局長は、それぞれが取り組む施策の推進

に資するため、必要な要請を相互に行うことができるものとする。 

２ 糸魚川市長及び新潟労働局長は、前項の要請に対して、誠実かつ速や

かに対応するものとする。 

 

（情報共有） 

第５条 糸魚川市及び新潟労働局が各々保有し、この協定に基づく雇用対

策を一体的に実施するに当たり必要となる情報については、糸魚川市及

び新潟労働局間において共有する。 

 

 

 

 

 

 

（秘密保持） 

第６条 この協定に基づく雇用対策に関する取組において、糸魚川市及び

新潟労働局が相互に提供する情報については、第三者に対して開示しな

いこととする。ただし、事前に相手方の承諾が得られた場合は、この限

りではない。 

 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又

はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、糸魚川市及び新潟

労働局が誠意をもって協議し、決定するものとする。 

２ 協定締結当事者に変更があった場合であっても、他に定めのないとき

は、新たな協定が締結されるまでの間、この協定を有効とする。 

 

 

附則 

 

この協定は、締結する日から効力を生じるものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、糸魚川市長及び

新潟労働局長が署名のうえ、各自１通を保有するものとする。 

 

 

令和８年２月３日 
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新潟労働局長 
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